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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置の製造方法であって、
　複数の置換金属ゲートを含むトランジスタを、ソース及びドレインを有する第１のゲー
トと、前記第１のゲートから分離された少なくとも１つの第２のゲートと共に半導体基板
上に設けるステップであって、前記トランジスタは、前記第１のゲートの周囲の第１の絶
縁材料からなるゲートスペーサと、前記ゲートスペーサ間の第２の絶縁材料からなる第１
の絶縁層とを含み、前記第２の絶縁材料のうち少なくとも一部が、前記第１のゲートのソ
ース及びドレイン上に設けられる、ステップと、
　前記第１のゲート及び前記第２のゲート上に整合された１つ以上の絶縁マンドレルを形
成するステップであって、前記絶縁マンドレルは前記第１の絶縁材料を含む、ステップと
、
　前記絶縁マンドレルの周囲にマンドレルスペーサを形成するステップであって、前記マ
ンドレルスペーサは前記第１の絶縁材料を含む、ステップと、
　前記第２の絶縁材料からなる第２の絶縁層を前記トランジスタ上に形成するステップと
、
　前記絶縁マンドレル間の前記トランジスタの部分から前記第２の絶縁材料を除去するこ
とにより、前記第１のゲートの前記ソース及びドレインまでの１つ以上の第１のトレンチ
を形成するステップであって、第２の絶縁材料を選択的に除去し、且つ、第１の絶縁材料
を除去しないプロセスにおいて、前記第２の絶縁材料を除去することによって、前記第１
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のゲートの前記ソース及びドレインまでの前記第１のトレンチを形成するステップを含む
、ステップと、
　前記第２のゲートの上方の前記第１の絶縁材料及び前記第２の絶縁材料の部分を除去す
ることにより、前記第２のゲートまでの第２のトレンチを形成するステップと、
　導電性材料を前記第１のトレンチ及び前記第２のトレンチに充填して、前記第１のゲー
トの前記ソース及びドレインに対する第１のコンタクトと、前記第２のゲートに対する第
２のコンタクトとを形成するステップと、
　を含む、半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１のトレンチ及び前記第２のトレンチに対して導電性材料を単一のプロセスで充
填するステップをさらに含む、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　各マンドレルは、少なくとも下側のゲートと同じ幅を有し、各マンドレルは、少なくと
も下側のゲートと同じ幅である、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記マンドレルスペーサは、下部においてより幅広であり、且つ、上部においてより幅
狭な傾斜状の外形を有する、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記マンドレルスペーサのうち少なくとも一部は、前記第１のトレンチ内で露出する、
請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記絶縁マンドレルの縁部は、前記ゲートの縁部を超えて延在する、請求項１に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記マンドレルスペーサの縁部は、前記ゲートスペーサの縁部を超えて延在する、請求
項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記絶縁マンドレルを形成する前に、前記第２の絶縁材料からなる肉薄層を前記トラン
ジスタ上に形成するステップをさらに含む、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１のコンタクトは、前記マンドレルスペーサの傾斜によって決定される傾斜を含
む、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１のトレンチ及び前記第２のトレンチに導電性材料を充填した後に、前記トラン
ジスタを平坦化するステップをさらに含む、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１のトレンチ及び前記第２のトレンチを形成するステップは、前記第１のトレン
チ及び前記第２のトレンチを規定する、ＣＡＤ（コンピュータ支援設計）設計されたレジ
ストパターンを用いて実行される、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記トランジスタ上に第３の絶縁層を形成するステップと、
　前記第３の絶縁層の一部を除去することにより、前記第３の絶縁層を通じて前記第１の
コンタクト及び前記第２のコンタクトまでの第３のトレンチを形成するステップと、
　前記第３の絶縁層を通じて形成された前記第３のトレンチ内に導電性材料を堆積させる
ことにより、前記第１のコンタクト及び前記第２のコンタクトに対してローカル相互接続
を形成するステップと、
　をさらに含む、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　第１の絶縁材料を選択的に除去し、且つ、第２の絶縁材料を除去しないプロセスにおい
て、前記第２のトレンチが前記第２のゲートに対して整合するように、前記第２のゲート
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の上方の前記第１の絶縁材料の部分を除去するステップをさらに含む、請求項１に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　複数の命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記複数の命令は、実行さ
れると、
　複数の置換金属ゲートを含むトランジスタを、ソース及びドレインを有する第１のゲー
トと、前記第１のゲートから分離された少なくとも１つの第２のゲートと共に半導体基板
上に設けることであって、前記トランジスタは、各第１のゲートの周囲の第１の絶縁材料
からなるゲートスペーサと、前記ゲートスペーサ間の第２の絶縁材料からなる第１の絶縁
層とを含み、前記第２の絶縁材料のうち少なくとも一部は、前記第１のゲートのソース及
びドレイン上に設けられることと、
　前記第１のゲート及び前記第２のゲート上に整合された１つ以上の絶縁マンドレルを形
成することであって、前記絶縁マンドレルは、前記第１の絶縁材料を含むことと、
　前記絶縁マンドレルの周囲にマンドレルスペーサを形成することであって、前記マンド
レルスペーサは前記第１の絶縁材料を含むことと、
　前記トランジスタ上に前記第２の絶縁材料からなる第２の絶縁層を形成することと、
　前記絶縁マンドレル間の前記トランジスタの部分から前記第２の絶縁材料を除去するこ
とにより、前記第１のゲートの前記ソース及びドレインに対して１つ以上の第１のトレン
チを形成することであって、第２の絶縁材料を選択的に除去し、且つ、第１の絶縁材料を
除去しないプロセスにおいて、前記第２の絶縁材料を除去することによって、前記第１の
ゲートの前記ソース及びドレインまでの前記第１のトレンチを形成するステップを含む、
ことと、
　前記第２のゲートの上方の前記第１の絶縁材料及び前記第２の絶縁材料の部分を除去す
ることにより、前記第２のゲートに対する第２のトレンチを形成することと、
　前記第１のトレンチ及び前記第２のトレンチに導電性材料を充填して、前記第１のゲー
トの前記ソース及びドレインに対する第１のコンタクトと、前記第２のゲートに対する第
２のコンタクトを形成することと、を含む動作を製造処理装置に実行させる、
　コンピュータ可読記憶媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、トランジスタを形成するための半導体プロセスに関し、より具体的
には、半導体基板上の置換ゲート構造へのトレンチコンタクト及びローカル相互接続を形
成するためのプロセスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば平面トランジスタ等のトランジスタは、数十年間にわたって、集積回路のコアで
あり続けている。プロセス開発の進展と、フィーチャ（ｆｅａｔｕｒｅ）密度の増加の必
要性とを通じて、個々のトランジスタのサイズは着実に低減している。現在のスケーリン
グにおいては、３２ｎｍ技術が用いられており、開発の進展により、２０ｎｍに進み、さ
らに技術を超えてきている（例えば、１５ｎｍ技術）。
【０００３】
　置換ゲートプロセス（フロー）は、ゲートファーストプロセスにおいて見受けられる特
定の問題を回避しているため、より一般的に普及してきている。例えば、置換ゲートプロ
セスは、ゲートにおいて用いられる仕事関数材料の安定性に関連する問題を回避すること
ができる。しかし、置換ゲートプロセスでは、新たなプロセスモジュール（例えば、ＣＭ
Ｐ（化学機械研磨））の挿入が必要となる場合がある。
【０００４】
　さらに、ほとんどの置換ゲートプロセスでは、トレンチコンタクト及び／又はローカル
相互接続をゲートに形成する場合における整合問題が避けられない。例えば、ほとんどの
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置換ゲートプロセスは自己整合型ではないため、処理中に、不整合に起因した不具合が容
易に生じ得る。また、双方向型のローカル相互接続をパターニングすること、及び／又は
、ローカル相互接続からゲート若しくは当該ゲートのソース／ドレインへの界面層の数を
低減することが困難になる場合がある。
【０００５】
　これらの問題のうちいくつかを解消するために、自己整合型トレンチコンタクトの生成
を試行するプロセスフローが提供されている。この自己整合型トレンチコンタクトは、ゲ
ートを超えて延在することにより、より複雑度の低いローカル相互接続フローを可能にす
る。しかしながら、このようなプロセスフローは、極めて複雑であることが多く、多数の
抵抗界面が存在し、及び、複雑なプロセスフローに起因して製造コストが高い。さらに、
プロセスの複雑性に起因して、不整合又は他の誤差に対する製造マージンが低い。なぜな
らば、これらのプロセスは、極めて制約的な設計及び／又は整合規則を有している場合が
あるからである。
【０００６】
　図１は、半導体基板５４上の置換ゲート構造５２を備えた、従来技術のトランジスタ５
０の実施形態を示す。置換ゲート構造５２は、ゲートスペーサ５８に囲まれたゲート５６
を含む。ソース／ドレイン６０は、基板５４のウェル領域６２内に配置され得る。また、
基板５４の分離領域（ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｏｎ）６４の上方には、１つ以上の
ゲートが配置され得る。
【０００７】
　トレンチコンタクト６６は、ソース／ドレイン６０とローカル相互接続６８Ａとを接触
させるのに用いられる。ローカル相互接続６８Ａとローカル相互接続６８Ｂとを結合する
ことにより、ゲート５６’に接続されたローカル相互接続６８Ｃへのルーティングが得ら
れる。
【０００８】
　図１から分かるように、トレンチコンタクト６６内に任意の不整合が有る場合には、ゲ
ート５６への短絡が容易に発生し得る。そのため、制約的な設計／整合規則を用いて、ト
レンチコンタクト６６とゲート５６との間の短絡を抑制する必要がある。また、制約的な
整合規則が無い場合には、ローカル相互接続６８Ｃとゲート５６’との間で整合問題が容
易に発生し得る。
【０００９】
　また、図１に示すように、ローカル相互接続６８Ａ，６８Ｂ，６８Ｃ間のルーティング
が複雑になって、多くのプロセスステップが必要になる場合がある。このように、多数の
プロセスステップがある場合には、ローカル相互接続間を形成する抵抗界面の可能性及び
／又はローカル相互接続間の整合問題が増加し得る。
【００１０】
　よって、トレンチコンタクトをソース／ドレインへ自己整合させ、トレンチコンタクト
をゲートの上方に延ばすための方法が必要とされている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　ある実施形態では、半導体装置の製造方法は、複数の置換金属ゲートを含むトランジス
タを、ソース及びドレインを有する第１のゲートと、第１のゲートから分離された少なく
とも１つの第２のゲートと共に半導体基板上に設けるステップを含む。トランジスタは、
各ゲートの周囲の第１の絶縁材料からなるゲートスペーサと、ゲートとゲートスペーサと
の間に設けられた、第２の絶縁材料からなる第１の絶縁層とを含む。第２の絶縁材料の少
なくとも一部は、第１のゲートのソース及びドレイン上に設けられる。
【００１２】
　１つ以上の絶縁マンドレルが形成され、ゲート上に整合される。絶縁マンドレルは、第
１の絶縁材料を含む。マンドレルスペーサは、絶縁マンドレルの周囲に形成される。マン
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ドレルスペーサは、第１の絶縁材料を含む。第２の絶縁材料の第２の絶縁層は、トランジ
スタ上に形成される。
【００１３】
　絶縁マンドレル間のトランジスタの部分から第２の絶縁材料を除去することによって、
第１のゲートのソース及びドレインに対する１つ以上の第１のトレンチが形成される。第
２のゲートの上方の第１の絶縁材料の部分と第２の絶縁材料の部分とを除去することによ
って、第２のゲートに対する第２のトレンチが形成される。第１のトレンチ及び第２のト
レンチに導電性材料を充填して、第１のゲートのソース及びドレインに対する第１の接点
と、第２のゲートに対する第２の接点とを形成する。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、第３の絶縁層がトランジスタ上に形成される。第３の絶縁層
の部分を除去することによって、第３のトレンチが、第３の絶縁層を通じて第１のコンタ
クト及び第２のコンタクトへ形成される。第３の絶縁層を通じて形成された第３のトレン
チに導電性材料を堆積させることによって、第１のコンタクト及び第２のコンタクトへの
ローカル相互接続が形成される。
【００１５】
　ある実施形態では、半導体装置は、半導体基板上の複数の置換金属ゲートを含む。第１
のゲートは、ソース及びドレインを有しており、少なくとも１つの第２のゲートは、第１
のゲートから分離されている。第１の絶縁材料のゲートスペーサは、第１のゲートの周囲
に設けられている。第２の絶縁材料の第１の絶縁層は、ゲートスペーサ間に存在している
。第２の絶縁材料のうち少なくとも一部は、第１のゲートのソース及びドレイン上に設け
られている。
【００１６】
　１つ以上の絶縁マンドレルは、ゲート上において整合されている。絶縁マンドレルは、
第１の絶縁材料を含む。マンドレルスペーサは、絶縁マンドレルの周囲に設けられており
、第１の絶縁材料を含む。１つ以上の第１のゲートのソース及びドレインに対する第１の
コンタクトは、マンドレルスペーサ間の第１の絶縁層を通じて設けられている。少なくと
も１つの第２のゲートに対する第２のコンタクトは、第２のゲートの上方の第１の絶縁材
料を通じて設けられている。第３の絶縁層はトランジスタ上に設けられており、１つ以上
のローカル相互接続は、第３の絶縁層を通じて第１のコンタクト及び第２のコンタクトと
接触している。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、上記の製造方法のうち１つ以上のステップが達成され、及び
／又は、半導体装置の１つ以上のコンポーネントがＣＡＤ（コンピュータ支援設計）で設
計されたレジストパターンによって形成される。このレジストパターンは、処理時に除去
及び／又は堆積される領域を規定する。例えば、絶縁マンドレル及び／又はマンドレルス
ペーサを形成するための領域を、ＣＡＤパターンを用いて規定することができる。ある実
施形態では、コンピュータ可読記憶媒体は、複数の命令を記憶している。各命令が実行さ
れると、１つ以上の前記レジストパターンが生成される。
【００１８】
　ゲートの上方に延びる自己整合型トレンチコンタクトを設けることによって、トレンチ
コンタクト及び開口ゲートへの接続に使用可能、且つ、より簡単なローカル相互接続スキ
ームを得ることができる。本明細書に記載の方法の実施形態を用いることによって、従来
の置換ゲートフロー接続スキームと比較して、トレンチコンタクトに対する下部ゲートと
、ローカル相互接続結合容量とを得ることができ、且つ、層間の抵抗界面の数を低減する
ことができる。また、本明細書に記載の方法の実施形態によって、コンタクト間の不整合
の可能性を低減し、且つ、従来の置換ゲートフロー接続スキームよりも簡単なプロセスフ
ローを提供することができ、製造歩留まりを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
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【図１】従来技術のトランジスタの縦断側面図である。
【図２】一実施形態における、シリコン基板上の置換金属ゲート構造の縦断側面図である
。
【図３】一実施形態における、ゲート構造上に形成された絶縁層の縦断側面図である。
【図４】他の実施形態における、ゲート構造の下側に形成された肉薄絶縁層を備えた絶縁
層の縦断側面図である。
【図５】一実施形態における、ゲート構造上に形成された絶縁マンドレルの縦断側面図で
ある。
【図６】一実施形態における、絶縁マンドレル上に堆積された絶縁材料の縦断側面図であ
る。
【図７】一実施形態における、ゲート構造上に形成されたマンドレル及びマンドレルスペ
ーサを絶縁する場合の縦断側面図である。
【図８】一実施形態における、マンドレル及びマンドレルスペーサの絶縁後に堆積された
絶縁層の縦断側面図である。
【図９】一実施形態における、マンドレル及びマンドレルスペーサの絶縁後に堆積された
絶縁層に形成されたトレンチの縦断側面図である。
【図１０】一実施形態における、導電性材料が充填された絶縁層に形成されたトレンチの
縦断側面図である。
【図１１】一実施形態における、平坦化後のトランジスタの縦断側面図である。
【図１２】一実施形態における、図１１に示す平坦化トランジスタ上に堆積された絶縁層
の縦断側面図である。
【図１３】一実施形態における、図１２に示す絶縁層上に堆積された第２の絶縁層の縦断
側面図である。
【図１４】一実施形態における、図１３に示す絶縁層を通じて形成されたトレンチの縦断
側面図である。
【図１５】一実施形態における、図１３に示す絶縁層を通じて形成された多数のトレンチ
の縦断側面図である。
【図１６】一実施形態における、マンドレル及びマンドレルスペーサを通じて形成された
トレンチの縦断側面図である。
【図１７】一実施形態における、ソース／ドレイン及びゲートへのローカル相互接続を備
えたトランジスタ１００の縦断側面図である。
【図１８】図１７に示す実施形態とは別の実施形態におけるトランジスタ１００を示す図
である。
【図１９】一実施形態における、絶縁層を通じてソース／ドレインへ、レジストパターン
を用いて形成されたトレンチの縦断側面図である。
【図２０】一実施形態における、絶縁層を通じてゲートへ形成されたゲート開口トレンチ
の縦断側面図である。
【図２１】レジストパターンが除去された場合における、図２０に示す実施形態の縦断側
面図である。
【図２２】一実施形態における、導電性材料が充填された絶縁層に形成されたゲート開口
トレンチを含むトレンチの縦断側面図である。
【図２３】平坦化後における、図２２に示すトランジスタの実施形態の縦断側面図である
。
【図２４】一実施形態における、図２３に示す平坦化トランジスタに堆積された絶縁層の
縦断側面図である。
【図２５】一実施形態における、図２４に示す絶縁層を通じて、レジストパターンを用い
て形成されたトレンチの縦断側面図である。
【図２６】一実施形態における、図２５に示す絶縁層を通じて、レジストパターンを用い
て形成されたトレンチの縦断側面図である。
【図２７】レジストパターンが除去された場合における、図２６に示す実施形態の縦断側
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面図である。
【図２８】一実施形態における、導電性材料が充填された図２７に示すトレンチの縦断側
面図である。
【図２９】一実施形態における、平坦化後の図２８に示すトランジスタの縦断側面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本明細書では、本発明におけるいくつかの実施形態及び例示的な図面について例示的に
述べるが、当業者であれば、本発明は記載の実施形態又は図面に限定されないことを認識
するであろう。図面及び本明細書における詳細な説明は、本発明を開示の特定の形態に限
定するものではなく、本発明が、添付の特許請求の範囲によって規定されるような本発明
の意図及び範囲に含まれる全ての改変、均等及び代替を網羅することが理解されるであろ
う。本明細書において用いられる全ての項目は、ひとえに分類目的のためのものであり、
本記載又は特許請求の範囲を限定することを意図するものではない。本明細書において用
いられる「～し得る（ｍａｙ）」という単語は、必須である（すなわち、必ず必要である
）という意味としてではなく、許容的な意味合いとして用いられる（すなわち、可能性の
意味合いとして用いられる）。同様に、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」という用語は、非限
定的に含むという意味を含む。
【００２１】
　図２は、一実施形態における、トランジスタ１００を形成するシリコン基板上の置換金
属ゲート構造の縦断側面図である。トランジスタ１００は、当該技術分野において周知の
任意の種類のトランジスタであってよい。例えば、トランジスタ１００は、平面トランジ
スタ（例えば、平面電界効果トランジスタ（ＦＥＴ））又は非平面トランジスタ（例えば
、ＦｉｎＦＥＴトランジスタ）であってよい。
【００２２】
　ある実施形態では、トランジスタ１００は、基板１０１上に形成された置換金属ゲート
構造１０２を含む。ゲート構造１０２は、当該技術分野において周知のプロセス（例えば
、置換ゲートプロセスであるが、これに限定されない）によって、基板１０１上に形成さ
れている。図２に示すように、ゲート構造１０２は、ゲートスペーサ１０６によって囲ま
れたゲート１０４を含む。ゲート１０４は、基板１０１のウェル領域１０８（トランジス
タ１００の活性領域）の上方に形成され、及び／又は、トレンチ分離１１０（トランジス
タの分離領域）の上方に形成されてもよい。トレンチ分離１１０は、いくつかの実施形態
において、浅いトレンチ分離であってよい。
【００２３】
　ある実施形態では、ソース／ドレイン１１２は、基板１０１のウェル領域１０８内に形
成されている。いくつかの実施形態では、ソース／ドレインは、プラチナバリア層１１２
Ｂによって分離された、埋設されたシリコンゲルマニウム（ｅＳｉＧｅ）層１１２Ａ及び
ニッケルシリサイドコンタクト１１２Ｃを含む。当該技術分野において周知の他の種類の
ソース／ドレインも利用可能である。
【００２４】
　ある実施形態では、ゲート１０４は、金属ゲート１０４Ａ（例えば、置換金属ゲート）
であり、高Ｋ（高誘電率）材料１０４Ｂ上に形成されている。図２中、各符号（１０４Ａ
，１０４Ｂ）を、明確さのために左端ゲートのみに示す。上述したように、金属ゲート１
０４Ａ及び高Ｋ材料１０４Ｂは、置換ゲートプロセスを用いて形成されてもよい。金属ゲ
ート１０４Ａは、金属（例えば、チタン、タングステン、窒化チタン又はこれらの組み合
わせであるが、これらに限定されない）を含んでもよい。高Ｋ材料１０４Ｂは、誘電体（
例えば、ケイ酸ハフニウム、ケイ酸ジルコニウム、二酸化ハフニウム、二酸化ジルコニウ
ム又はこれらの組み合わせであるが、これらに限定されない）を含んでもよい。
【００２５】
　図２に示すように、ゲート１０４及びゲートスペーサ１０６は、絶縁層１１４によって
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囲まれている。ある実施形態では、ゲートスペーサ１０６及び絶縁層１１４は、異なる絶
縁材料から形成されているので、ゲートスペーサと絶縁層との間にエッチング選択性を得
ることができる。例えば、ゲートスペーサ１０６は、窒化ケイ素から形成されてもよく、
絶縁層１１４は、ＴＥＯＳ（オルトケイ酸テトラエチル）堆積から形成された酸化ケイ素
であってよい。
【００２６】
　ある実施形態では、図２に示す置換金属ゲート構造１０２は、例えば化学機械研磨（Ｃ
ＭＰ）によって平坦化されている。ゲート構造１０２の平坦化後に、図３に示すように、
絶縁層１１６がゲート構造上に形成（堆積）される。ある実施形態では、絶縁層１１６は
、窒化ケイ素、又は、ゲートスペーサ１０６と同じ絶縁材料を含む。絶縁層１１６は、当
該技術分野において周知の方法（例えば、プラズマ蒸着であるが、これに限定されない）
を用いて形成されてもよい。ある実施形態では、絶縁層１１６は、平面の（非コンフォー
ミング（ｎｏｎ－ｃｏｎｆｏｒｍｉｎｇ）な）堆積プロセスを用いて形成される。ゲート
構造が絶縁層に封入されるように、絶縁層１１６がゲート構造１０２上に形成される。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、図４に示すように、薄い絶縁層１１８は、ゲート構造と絶縁
層１１６との間のゲート構造１０２上に形成（堆積）される。薄い絶縁層１１８は、酸化
ケイ素、又は、絶縁層１１４と同じ絶縁材料を含んでもよい。
【００２８】
　絶縁層１１６の堆積後に、絶縁層１１６のうち選択された部分を除去して、図５に示す
ように、絶縁マンドレル１２０をゲート１０４上に形成することができる。簡潔さのため
、以降の図において全てのコンポーネント（例えば、各ゲート１０４又はゲートスペーサ
１０６）に参照符号を付すわけではない。各マンドレル１２０は、下側のゲート１０４と
ほぼ同じ幅を有するように形成されてもよい。ある実施形態では、各マンドレル１２０は
、少なくとも下側のゲート１０４と同じ幅である（例えば、マンドレルの最小幅は、少な
くとも下側のゲートの幅と同じであるが、マンドレルは、下側のゲートよりも若干幅広に
形成されてもよい）。よって、各マンドレル１２０の縁部は、少なくとも下側のゲート１
０４の縁部を超えて延びる。いくつかの場合において、整合問題及び／又は他の製造問題
に起因して、１つ以上のマンドレル１２０の幅は、下側のゲートの幅よりも小さい。マン
ドレルの幅は、当該技術分野において周知のインライン計測技術を用いて評価することが
できる。マンドレルが下側のゲートほど幅広いではない場合には、そのより狭い幅は、本
明細書にて記載される後続の処理ステップ時において、マンドレルスペーサ幅を用いるた
めに補償され得る。
【００２９】
　マンドレル１２０は、絶縁層１１６を、レジストパターン又はマスクによってパターニ
ングすることによって、形成され得る。このレジストパターン又はマスクは、絶縁層のう
ち選択された部分を除去するように設計されており、その結果、残りの部分によって、ゲ
ート１０４の上方のマンドレルが形成される。マンドレル１２０の形成に用いられるレジ
ストパターン又はマスクは、ＣＡＤ（コンピュータ支援設計）で設計されたパターン又は
マスク（例えば、ＣＡＤ設計されたレジストパターン）であってよい。ある実施形態では
、コンピュータ可読記憶媒体は、複数の命令を記憶している。各命令が実行されると、レ
ジストパターン又はマスク設計（例えば、マンドレル１２０の形成に用いられる、ＣＡＤ
設計されたレジストパターン又はマスクであるが、これに限定されない）が生成される。
いくつかの実施形態において、マンドレル１２０の形成に用いられるレジストパターン及
び／又はマスクは、ゲート１０４の形成に用いられるレジストパターン及び／又はマスク
と同じである。同じレジストパターン及び／又はマスクを用いることにより、マンドレル
１２０は、ゲート１０４とほぼ同じ限界寸法（例えば、幅）を有することが可能になる。
【００３０】
　絶縁層１１６のうち、レジストパターン又はマスクによる除去対象として選択された部
分は、例えば、絶縁層のうち選択された部分のエッチングによって除去することができる
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。いくつかの実施形態において、絶縁層１１６のエッチングは、時限エッチングである。
エッチングプロセスを時限的に行うことにより、エッチングは絶縁層１１４において停止
する。いくつかの実施形態において、絶縁層１１６のエッチングに用いられるエッチング
プロセスは、絶縁層１１６と絶縁層１１４との間において選択的に行われるため、絶縁層
１１６の絶縁材料がエッチングされるのに対し、絶縁層１１４の絶縁材料はエッチングさ
れない。例えば、エッチングプロセスにおいて、絶縁層１１６に用いられている窒化ケイ
素はエッチングされるのに対し、絶縁層１１４に用いられている酸化ケイ素はエッチング
されない。エッチングプロセスを時限的に行って絶縁層１１４で停止させることにより、
ゲートスペーサ１０６へのエッチングの原因となり得るオーバーエッチングが無くなる。
いくつかの実施形態において、エッチング停止層（例えば、図４に示す薄い絶縁層１１８
）は、絶縁層１１６のエッチング時におけるオーバーエッチングを抑制するためのベース
層として用いられる。
【００３１】
　マンドレル１２０の形成後に、図６に示すように、絶縁層１２２を、マンドレル及び絶
縁層１１４上に形成（堆積）させる。ある実施形態では、絶縁層１２２は、窒化ケイ素、
又は、マンドレル１２０と同じ絶縁材料を含む。絶縁層１２２は、当該技術分野において
周知の方法（例えば、プラズマ蒸着であるが、これに限定されない）を用いて形成されて
もよい。ある実施形態では、絶縁層１２２は、非平面又はコンフォーマル（ｃｏｎｆｏｒ
ｍａｌ）な堆積プロセスを用いて形成される。非平面の堆積プロセスを用いることにより
、図６に示すように、材料が堆積される表面（例えば、マンドレル１２０）に絶縁材料が
適合する。
【００３２】
　絶縁層１２２の堆積後に、絶縁層の部分を除去（エッチバック）して、図７に示すよう
に、マンドレルスペーサ１２４を形成する。マンドレルスペーサ１２４は、マンドレル１
２０の周囲に形成されてもよく、マンドレルの側部（縁部）に隣接する。マンドレルスペ
ーサ１２４は、絶縁層１２２の一部をエッチングプロセスによって除去することにより、
形成され得る。このエッチングプロセスでは、側方と比べて下方に高速にエッチングされ
る。よって、エッチングプロセスにより、絶縁層材料は、垂直表面（例えば、側壁）より
も水平表面において高速に、好ましく除去される。エッチングパラメータ（例えば、エッ
チングプロセス時におけるエッチングバイアス及びエッチング時間）を制御することによ
り、マンドレルスペーサ１２４の最終幅を制御することができる。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、マンドレルスペーサ１２４の高さは、マンドレル１２０
の高さと同様である。図６に示す絶縁層１２２の非平面（コンフォーマル）堆積に起因し
て、マンドレルスペーサ１２４は、図７に示すようにスペーサの上部から下部にかけてテ
ーパー状（傾斜状）の外形を有する。そのため、マンドレルスペーサ１２４は、下部にお
いてより幅広になっており、上部においてより幅狭になっている。
【００３４】
　ある実施形態では、マンドレルスペーサ１２４の幅は、マンドレルスペーサ１２４の縁
部がゲートスペーサ１０６の縁部を超えて延びるような幅になっている。絶縁層１２２の
一部を除去する際に用いられるエッチングプロセスを調節すること（例えば、エッチング
プロセス時におけるエッチングレート及び／若しくは選択性を制御すること）並びに／又
はマンドレルスペーサの形成に用いられる絶縁層の堆積時における絶縁層１２２の厚さを
調節することにより、マンドレルスペーサ１２４の幅を調節することができる。エッチン
グプロセス及び／又は堆積厚さの調節によってマンドレルスペーサ１２４を調節すること
が可能となることにより、マンドレルスペーサの幅を、ロット単位又はウェーハ単位で制
御することが可能になる。
【００３５】
　マンドレルスペーサ１２４の形成後に、図８に示すように、絶縁層１２６を、マンドレ
ル１２０、マンドレルスペーサ及び絶縁層１１４上に形成（堆積）させる。ある実施形態
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では、絶縁層１２６は、酸化ケイ素、又は、絶縁層１１４と同じ絶縁材料を含む。絶縁層
１２６は、当該技術分野において周知の方法（例えば、ＴＥＯＳ堆積であるが、これに限
定されない）を用いて形成することができる。ある実施形態では、絶縁層１２６は、平面
堆積プロセスを用いて形成される。マンドレル１２０及びマンドレルスペーサ１２４が絶
縁層に封入されるように、絶縁層１２６を形成することができる。
【００３６】
　絶縁層１２６の形成後に、図９に示すように、絶縁層１２６及び絶縁層１１４を通じて
ソース／ドレイン１１２へトレンチ１２８を形成することができる。絶縁層１２６及び絶
縁層１１４が同じ絶縁材料から形成されているため、単一のエッチングプロセスを用いて
トレンチ１２８を形成することができる。絶縁層１２６及び絶縁層１１４の絶縁材料（例
えば、酸化ケイ素）のエッチングに対しては選択的であって、且つ、マンドレル１２０及
びマンドレルスペーサ１２４の絶縁材料（例えば、窒化ケイ素）のエッチングに対しては
選択的ではないエッチングプロセスを用いて、トレンチ１２８を形成することができる。
【００３７】
　マンドレルスペーサ１２４の少なくとも一部は、トレンチ１２８において露出される。
トレンチ１２８の外形は、マンドレルスペーサ１２４の存在と、マンドレルスペーサの傾
斜状の外形とに起因して、上部においてより幅広となっており、且つ、下部においてより
幅狭の傾斜状になっている。そのため、トレンチ１２８の傾斜は、マンドレルスペーサ１
２４の傾斜によって決定される。トレンチ１２８を形成する際に選択的エッチングを用い
ることにより、ゲート１０４の縁部及びゲートスペーサ１０６上に形成された、マンドレ
ルスペーサ１２４の一部が除去されるのを抑制することができる。トレンチ１２８におけ
るマンドレルスペーサ１２４の幅及び外形を維持することにより、トレンチ、マンドレル
１２０、マンドレルスペーサ又はゲートにおいて何らかの不整合が有る場合でも、ゲート
１０４の露出部分が、トレンチを充填するための材料と接触するのを抑制することができ
る。
【００３８】
　トレンチ１２８の形成後に、トレンチを、図１０に示すように導電性材料１３０で充填
する。導電性材料１３０は、例えば、タングステン、銅、チタン、窒化チタン又はこれら
の組み合わせであってもよいが、これらに限定されない。導電性材料１３０は、当該技術
分野において周知の方法（例えば、スパッタリング又は無電解析出であるが、これらに限
定されない）を用いて、導電性材料の層として形成されてもよい。ある実施形態では、導
電性材料１３０は、下方の層を導電性材料内に封入する平面堆積プロセスを用いて形成さ
れる。下方の層を導電性材料１３０内に封入することにより、導電性材料を、トレンチ１
２８に完全に充填することができる。
【００３９】
　トレンチ１２８に導電性材料１３０を充填した後に、トランジスタ１００を、図１１に
示すように平坦化することができる。トランジスタ１００の平坦化は、例えば、トランジ
スタのＣＭＰによって行うことができる。トランジスタ１００の平坦化は、マンドレル１
２０の上部及びマンドレルスペーサ１２４が平面表面において露出されるように材料を除
去することを含み得る。トランジスタ１００の平坦化の後に、トレンチ１２８内の導電性
材料１３０により、ソース／ドレイン１１２に対するトレンチコンタクト１３２が形成さ
れる。
【００４０】
　トレンチコンタクト１３２は、トレンチ１２８の外形と共に形成され、下部よりも上部
において幅広となる。そのため、トレンチコンタクト１３２の傾斜は、マンドレルスペー
サ１２４の傾斜によって決定される。マンドレルスペーサ１２４及びトレンチコンタクト
１３２の外形を傾斜させることにより、トレンチコンタクト１３２の導電性材料１３０が
、ゲート１０４と接触（短絡）するのを抑制することができる。例えば、従来技術の装置
の場合には、ゲート、トレンチコンタクトの形成時、又は、他のプロセスステップの実行
時において少しでも不整合が有ると、トレンチコンタクトとゲートとの間の短絡が発生し
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得る。図１１に示すように、マンドレルスペーサ１２４は、ゲート１０４の縁部（及びゲ
ートスペーサ１０６）を超えて延びた下部が、より幅広の外形となっているため、トレン
チ接点１３２とゲート１０４との間において短絡が発生する可能性がほとんど無く、トレ
ンチコンタクトは自己整合する。
【００４１】
　ある実施形態では、マンドレルスペーサ１２４の傾斜及び幅に起因して、トレンチコン
タクトの下部の限界寸法が低減するため、ゲート１０４からトレンチコンタクト１３２へ
の容量結合が低下する。いくつかの実施形態において、ゲート１０４は幅広となる。ゲー
ト１０４の幅広化は、トレンチコンタクト１３２に対する短絡の可能性の増加を招くこと
無く、行うことが可能である。なぜならば、マンドレルスペーサ１２４の傾斜及び幅に起
因して、ソース／ドレイン１１２上のトレンチコンタクトが自己整合するからである。ゲ
ート１０４を幅広化することにより、漏洩の低減、電力低減の促進及び動作特性の増加と
なる。トレンチコンタクト１３２の自己整合により、製造マージンも増加する（例えば、
短絡又は不整合などの製造問題の可能性が低下する）。
【００４２】
　平坦化プロセスの後に、図１２に示すように、トランジスタ１００の平面表面上に絶縁
層１３４を形成（堆積）させる。ある実施形態では、絶縁層１３４は、窒化ケイ素、又は
、マンドレル１２０及びマンドレルスペーサ１２４と同じ絶縁材料を含む。絶縁層１３４
は、当該技術分野において周知の方法（例えば、プラズマ蒸着であるが、これに限定され
ない）を用いて形成することができる。ある実施形態では、絶縁層１３４は、平面堆積プ
ロセスを用いて形成される。絶縁層１３４は、下方の層を封入する薄い絶縁層であってよ
い。
【００４３】
　ある実施形態では、図１３に示すように、絶縁層１３６を絶縁層１３４上に形成（堆積
）する。ある実施形態では、絶縁層１３６は、酸化ケイ素、又は、絶縁層１１４，１１６
と同じ絶縁材料を含む。絶縁層１３６は、当該技術分野において周知の方法（例えば、Ｔ
ＥＯＳ堆積であるが、これに限定されない）を用いて形成され得る。ある実施形態では、
絶縁層１３６は、平面堆積プロセスを用いて形成される。絶縁層１３６は、下方の絶縁層
１３４を封入する厚い絶縁層であってよい。
【００４４】
　絶縁層１３６の堆積の後に、図１４に示すように、絶縁層１３６及び絶縁層１３４を通
じてトレンチコンタクト１３２までのトレンチ１３８を形成する。ある実施形態では、ト
レンチ１３８は、トレンチコンタクト１３２及びソース／ドレイン１１２へのローカル相
互接続のために用いられる。図１４に示すように、トレンチコンタクト１３２は、上部が
幅広の外形となっているため、トレンチ１３８（及びトレンチを用いて得られるローカル
相互接続）とトレンチコンタクトとの間の整合の許容性を向上させる。
【００４５】
　ある実施形態では、トレンチ１３８は、２ステップエッチングプロセスを用いて形成さ
れる。第１のステップにおいて、絶縁層１３４をエッチング停止層として用いて、絶縁層
１３６がエッチング（酸化ケイ素エッチング）され得る。第２のステップにおいて、絶縁
層１３４（窒化ケイ素）を通じてトレンチコンタクト１３２まで、エッチングが行われ得
る。
【００４６】
　ある実施形態では、図１５に示すように、トレンチ１４０が、絶縁層１３６を通じて形
成される。トレンチ１４０は、絶縁層１３４をエッチング停止層として用いて、絶縁層１
３６から絶縁層１３４を通じて形成され得る。トレンチ１４０を用いて、ゲート１０４’
（図１５において右側のゲート）へのローカル相互接続経路を形成することができる。ゲ
ート１０４’は、トランジスタ１００内の他のゲートから分離され得る（例えば、ゲート
１０４’は、トランジスタの分離領域内に存在し、その他のゲートは、活性領域内に存在
する）。トレンチ１４０及びトレンチ１３８を、ゲート１０４’以外のゲートの上方にお
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いて組み合わせることにより、ゲート１０４’への接続を行うことなく、ローカル相互接
続を結合することが可能になる。
【００４７】
　トレンチ１４０を形成した後に、ゲート開口トレンチ１４２をゲートの上方に形成して
、図１６に示すように、ゲート１０４’へ接続することができる。トレンチ１４２は、ゲ
ート開口トレンチであってよい。ゲート１０４’の上方のマンドレル１２０及びマンドレ
ルスペーサ１２４を通じて、例えば窒化ケイ素エッチングプロセスを用いたエッチングを
行うことにより、トレンチ１４２を形成することができる。トレンチ１４２を用いてゲー
ト１０４’への接続を得ることによって、トランジスタ１００内の他のゲートへの接続を
用いること無く、ゲートを選択的に接続することが可能になる。エッチングプロセスは、
時限エッチングプロセスであってよく、ゲート１０４’の周囲のゲートスペーサ１０６へ
の有意なオーバーエッチングを制限する。ある実施形態では、トレンチ１４２を形成する
ためのエッチングプロセスは、自己整合プロセスである。なぜならば、エッチングプロセ
スは、マンドレル１２０及びマンドレルスペーサ１２４の絶縁材料（例えば、窒化ケイ素
）に対して選択的であって、絶縁層１１４（酸化ケイ素）までエッチングしないからであ
る。トレンチ１３８、トレンチ１４０及びトレンチ１４２の組み合わせを用いることによ
り、（ソース／ドレイン１１２と接触する）トレンチコンタクト１３２とゲート１０４’
との間のルーティングのための簡単且つ双方向型のローカル相互接続スキームが得られる
。
【００４８】
　いくつかの実施形態において、絶縁層１３６の絶縁材料のための第１のエッチングプロ
セスを用いて、トレンチ１４０と、絶縁層１３６内のトレンチ１３８の部分とを形成する
ことができる。その後、第２のエッチングプロセスを用いて、トレンチ１４０の下方の絶
縁層１３４がエッチングされることを回避するためのマスクを用いて、トレンチ１３８内
の絶縁層１３４の部分を除去することができる。いくつかの実施形態において、絶縁層１
３４のための第２のエッチングプロセスを用いて、ゲート１０４’へのトレンチ１４２を
形成することもできる。
【００４９】
　トレンチ１３８、トレンチ１４０及びトレンチ１４２に導電性材料を充填することによ
り、図１７に示すように、ローカル相互接続１４４Ａ，１４４Ｂ，１４４Ｃが形成される
。ある実施形態では、トレンチ１３８，トレンチ１４０，トレンチ１４２に対して導電性
材料を同時に充填する。ローカル相互接続１４４Ａ，１４４Ｂ，１４４Ｃの形成に用いら
れる導電性材料は、トレンチコンタクト１３２の形成に用いられる材料（例えば、タング
ステン又は銅）と同じ材料であってよい。ある実施形態では、ローカル相互接続１４４Ａ
，１４４Ｂ，１４４Ｃは、双方向型のルーティング及びゲート開口トレンチ１４２の利用
に起因して、他のルーティングスキームにおいて用いられるローカル相互接続よりも肉厚
である。より肉厚のローカル相互接続を用いることにより、ローカル相互接続層における
抵抗が低下するため、トランジスタ性能が向上する。
【００５０】
　ある実施形態では、トレンチ１３８、トレンチ１４０及びトレンチ１４２に導電性材料
を充填した後に、トランジスタ１００を（例えば、ＣＭＰを用いて）平坦化させて、図１
７に示す平面表面を形成する。図１８に示すトランジスタ１００の別の実施形態が図１７
に示す実施形態と異なる点は、図４に示した薄い絶縁層１１８が絶縁層１１６の下方に用
いられている点にある。
【００５１】
　図１５～図１８に示すように、ローカル相互接続１４４Ｃを形成するプロセスは、比較
的大きな段差高さでエッチング（トレンチ形成）及び／又はトレンチ充填を行うことを含
む。例えば、図１６に示すように、ゲート開口トレンチ１４２を、絶縁層１３６のトレン
チ１４０を通じてゲート１０４’まで形成した場合には、大きなステップ高さが発生する
。このような大きなステップ高さの場合には、プロセス時における高さ変化が大きいため
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、制御可能な態様でエッチング及び充填を行うことが困難になる場合がある。例えば、装
置の上面（絶縁層１３６の上部）とゲート１０４’の上面との間の高さに大きな差がある
ため、ゲート開口トレンチ１４２のアスペクト比の制御が困難になる場合がある。
【００５２】
　大きな段差高さに起因する問題に対処し、より歩留まりの良いより簡単なプロセスフロ
ーを提供するために、ゲート開口トレンチ及びトレンチコンタクトの充填を単一のプロセ
スで行うことが可能なプロセスを提供することが可能である。ゲート開口トレンチ及びト
レンチコンタクトを同時に充填することにより、より簡単なプロセスが可能になり、ゲー
ト開口へのローカル相互接続に関連するエッチングステップ及び充填ステップ時における
段差を低減することができる。
【００５３】
　図１９～図２９は、図８に示すトランジスタ１００の構造から連続するトレンチコンタ
クト及びローカル相互接続を形成するための別のプロセスを用いて形成されたトランジス
タ２００の構造の縦断側面図である（例えば、トランジスタ２００は、トランジスタ１０
０の別の実施形態である）。図８に示すように絶縁層１２６を形成した後に、図１９に示
すように、レジスト２０２から形成されたレジストパターンを用いて、トレンチ１２８を
、絶縁層１２６及び絶縁層１１４を通じてソース／ドレイン１１２へ形成する。絶縁層１
２６及び絶縁層１１４の絶縁材料（例えば、酸化ケイ素）を選択的にエッチングし、且つ
、マンドレル１２０及びマンドレルスペーサ１２４の絶縁材料（例えば、窒化ケイ素）を
エッチングしないエッチングプロセスを用いて、トレンチ１２８を形成することができる
。
【００５４】
　トレンチ１２８の形成後に、レジスト２０２から形成された別のレジストパターンを用
いてトランジスタ２００をパターニングして、図２０に示すように、ゲート開口トレンチ
１４２を形成する。第１のエッチングプロセス（例えば、酸化ケイ素エッチングプロセス
）を用いて絶縁層１２６をマンドレル１２０までエッチングした後に、ゲート１０４’（
分離ゲート）の上方のマンドレル１２０及びマンドレルスペーサ１２４を通じて第２のエ
ッチングプロセス（例えば、窒化ケイ素エッチングプロセス）を用いたエッチングを行う
ことにより、トレンチ１４２を形成することができる。いくつかの実施形態において、マ
ンドレル１２０及びマンドレル１２４は、第１のエッチングプロセスのためのエッチング
停止層として用いられる。いくつかの実施形態において、第３のエッチングプロセスは、
絶縁層１１８（図４に示す）を通じたエッチングのために必要であってよい。絶縁層１１
８は、第２のエッチングプロセスのためのエッチング停止層として用いられ得る。
【００５５】
　いくつかの実施形態において、上記のエッチングプロセスのうち１つ以上は時限エッチ
ングプロセスであり、有意なオーバーエッチング（例えば、ゲート１０４’の周囲のゲー
トスペーサ１０６へのエッチング）を制限する。ある実施形態では、トレンチ１４２を形
成するための第２のエッチングプロセスは、自己整合プロセスである。なぜならば、第２
のエッチングプロセスは、マンドレル１２０及びマンドレルスペーサ１２４の絶縁材料（
例えば、窒化ケイ素）に対して選択的であって、絶縁層１１４（酸化ケイ素）までエッチ
ングしないからである。
【００５６】
　図２０に示すように、ゲート開口トレンチ１４２は、トレンチ１２８の形成直後に形成
されるため、ゲート開口トレンチを形成するためのエッチングプロセスは、（トレンチ１
２８とゲート開口トレンチ１４２とを形成する間に中間ステップがいくつか必要となる）
図１６について述べたゲート開口トレンチの形成のためのエッチングよりも浅い。より浅
いエッチングプロセスにより、ゲート開口トレンチ１４２のアスペクト比の制御が向上す
る。図２０に示すように、ゲート開口トレンチ１４２のためのレジストパターンの形成の
ために用いられるレジスト２０２によってトレンチ１２８を充填して、ゲート開口トレン
チの形成時におけるトレンチ１２８のエッチングを抑制する。
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【００５７】
　ゲート開口トレンチ１４２の形成後にレジスト２０２を除去して、図２１に示すように
、トレンチ１２８及びゲート開口トレンチを露出させる。トレンチ１２８及びゲート開口
トレンチ１４２は、相対的に類似する段差高さを有する。レジスト除去後に、図２２に示
すように、導電性材料１３０をトレンチ１２８及びゲート開口トレンチ１４２に充填する
。ある実施形態では、単一のプロセス（例えば、同一プロセス）で導電性材料１３０をト
レンチ１２８及びゲート開口トレンチ１４２に充填する。
【００５８】
　導電性材料１３０は、例えば、タングステン、銅、チタン、窒化チタン又はこれらの組
み合わせを含み得るが、これらに限定されない。当該技術分野において周知の方法（例え
ば、スパッタリング又は無電解析出であるが、これらに限定されない）を用いて、導電性
材料１３０を導電性材料の層として形成することができる。ある実施形態では、下方の層
を導電性材料に封入する平面堆積プロセスを用いて、導電性材料１３０を形成する。下方
の層を導電性材料１３０に封入することにより、導電性材料をトレンチ１２８及びゲート
開口トレンチ１４２に完全に充填することができる。
【００５９】
　導電性材料１３０をトレンチ１２８及びゲート開口トレンチ１４２に充填した後に、図
２３に示すように、トランジスタ２００が平坦化され得る。トランジスタ２００の平坦化
は、例えばトランジスタのＣＭＰによって行われ得る。トランジスタ２００を平坦化する
ことは、マンドレル１２０及びマンドレルスペーサ１２４の上部が平面表面において露出
するように材料除去を行うことを含み得る。トランジスタ２００の平坦化後に、トレンチ
１２８内の導電性材料１３０によって、ソース／ドレイン１１２へのトレンチコンタクト
１３２が形成され、ゲート開口トレンチ１４２内の導電性材料１３０によって、ゲート１
０４’へのゲート開口トレンチコンタクト２０４が形成される。
【００６０】
　平坦化プロセスの後に、図２４に示すように、絶縁層１３４及び絶縁層１３６がトラン
ジスタ２００の平面表面上に形成（堆積）される。ある実施形態では、絶縁層１３４は、
窒化ケイ素、又は、マンドレル１２０及びマンドレルスペーサ１２４と同じ絶縁材料を含
む。絶縁層１３４は、当該技術分野において周知の方法（例えば、プラズマ蒸着であるが
、これに限定されない）を用いて形成することができる。ある実施形態では、絶縁層１３
４は、平面堆積プロセスを用いて形成される。絶縁層１３４は、下方の層を封入する薄い
絶縁層であってよい。
【００６１】
　ある実施形態では、絶縁層１３６は、酸化ケイ素、又は、絶縁層１１４，１１６と同じ
絶縁材料を含む。絶縁層１３６は、当該技術分野において周知の方法（例えば、ＴＥＯＳ
堆積であるが、これに限定されない）を用いて形成され得る。ある実施形態では、絶縁層
１３６は、平面堆積プロセスを用いて形成される。絶縁層１３６は、下方の絶縁層１３４
を封入する厚い絶縁層であってよい。
【００６２】
　絶縁層１３６の堆積後に、図２５に示すように、レジスト２０２から形成されたレジス
トパターンを用いて、トレンチ２０６を、絶縁層１３６を通じて形成する。ある実施形態
では、絶縁層１３４は、絶縁層１３６を通じてトレンチ２０６を形成するためのエッチン
グ停止層として用いられる。いくつかの実施形態において、絶縁層１３４は用いられない
（すなわち、エッチング停止層は存在しない）。エッチング停止層を用いない実施形態で
は、時限エッチングを用いて、絶縁層１３６を通じて形成されたトレンチ２０６の深さを
制御する。しかし、時限エッチングの制御が不適切である場合には、オーバーエッチング
問題の可能性が生じる。
【００６３】
　トレンチ２０６の形成後に、図２６に示すように、レジスト２０２から形成された別の
レジストパターンを用いて、トレンチ２０８を、絶縁層１３６を通じて形成することがで
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きる。絶縁層１３４をエッチング停止層として用いて、トレンチ２０８を、絶縁層１３６
を通じて絶縁層１３４まで形成してもよいし、絶縁層１３４無しに時限エッチングを用い
ることによって形成してもよい。
【００６４】
　トレンチ２０６及びトレンチ２０８の形成を完了するには、エッチングプロセスを用い
て絶縁層１３４をトレンチから除去し、図２７に示すように、トランジスタ２００の表面
からレジスト２０２を除去する。ある実施形態では、絶縁層１３４を除去するためのエッ
チングプロセスは時限エッチングプロセスであり、トレンチ２０８内で露出されたマンド
レル１２０及びマンドレルスペーサ１２４へのオーバーエッチングを抑制する。
【００６５】
　ある実施形態では、トレンチ２０６は、トレンチコンタクト１３２及びソース／ドレイ
ン１１２へのローカル相互接続に用いられる。トレンチ２０８を用いて、ゲート１０４’
（図２７において右側のゲート）へのローカル相互接続経路を形成することができる。あ
る実施形態では、トレンチ２０８を１つのトレンチ２０６と組み合わせて、ゲート１０４
’（分離ゲート）のためのローカル相互接続と、トレンチコンタクト１３２及びソース／
ドレイン１１２のためのローカル相互接続とを結合することができる。トレンチ２０６及
びトレンチ２０８を組み合わせることにより、（ソース／ドレイン１１２と接触する）ト
レンチコンタクト１３２と、ゲート１０４’との間のルーティングのための簡単且つ双方
向型のローカル相互接続スキームを得ることができる。
【００６６】
　絶縁層１３４の除去後に、図２８に示すように、導電性材料２１０を、トレンチ２０６
及びトレンチ２０８に充填することができる。導電性材料２１０は、例えば、タングステ
ン、銅、チタン、窒化チタン又はこれらの組み合わせを含み得るが、これらに限定されな
い。導電性材料２１０は、当該技術分野において周知の方法（例えば、スパッタリング又
は無電解析出であるが、これらに限定されない）を用いて、導電性材料の層として形成す
ることができる。導電性材料２１０は、トレンチコンタクト１３２の形成に用いられる材
料（例えば、導電性材料１３０）と同じ材料であってよい。ある実施形態では、導電性材
料２１０は、下方の層を導電性材料に封入する平面堆積プロセスを用いて形成される。下
方の層を導電性材料２１０に封入することにより、導電性材料を、トレンチ２０６及びト
レンチ２０８に完全に封入することができる。
【００６７】
　トレンチ２０６及びトレンチ２０８に導電性材料２１０を封入した後に、図２９に示す
ように、（例えばＣＭＰを用いて）トランジスタ２００を平坦化することができる。トラ
ンジスタ２００の平坦化は、絶縁層１３６の１つ以上の部分が平面表面において露出され
るように材料除去を行うことを含んでもよい。トランジスタ２００の平坦化後に、トレン
チ２０６内の導電性材料２１０によって、トレンチコンタクト１３２へのローカル相互接
続２１２Ａが形成され、トレンチ２０８内の導電性材料２１０によって、ゲート開口トレ
ンチコンタクト２０４へのローカル相互接続２１２Ｂが形成される。ローカル相互接続及
びゲート開口トレンチを連続物質（ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｍａｔｅｒｉａｌ）（例えば
、図１７に示すローカル相互接続１４４Ｃ及びゲート開口トレンチ１４２）とするのでは
なく、図２９に示すように、ゲート開口トレンチコンタクト２０４は、ローカル相互接続
２１２Ｂとの界面を有する。
【００６８】
　図２９に示すような実施形態では、双方向型のルーティング及びゲート開口トレンチコ
ンタクト２０４の利用に起因して、ローカル相互接続２１２Ａ，２１２Ｂは、他のルーテ
ィングスキームにおいて用いられるローカル相互接続よりも肉厚である。より肉厚のロー
カル相互接続を用いることにより、ローカル相互接続層内の抵抗が低下するため、トラン
ジスタ性能の向上が可能になる。ある実施形態では、トレンチコンタクト１３２とゲート
開口トレンチコンタクト２０４との間のローカル相互接続２１２Ａ，２１２Ｂを用いてル
ーティングを行うことにより、セル密度が向上し、技術スケーリングも向上し（例えば、
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する。いくつかの実施形態において、トレンチコンタクト１３２とゲート開口トレンチコ
ンタクト２０４との間のローカル相互接続２１２Ａ，２１２Ｂを用いてルーティングを行
うことにより、絶縁層１３６のトレンチコンタクト及び／又はゲート開口トレンチ間のル
ーティングにおいて複数の選択肢が可能となるため、ルーティングが柔軟になる。
【００６９】
　図２～図２９に示す実施形態では、ゲートのソース／ドレインへ接続する自己整合型の
トレンチコンタクトを用いることができるため、簡単なローカル相互接続スキームを得る
ことができる。この簡単なローカル相互接続スキームは、置換ゲートフローの上方に延び
、トレンチコンタクト及びゲートへと接続する。本明細書に記載されるいくつかの実施形
態により、トレンチコンタクトに対する下部ゲートと、ローカル相互接続結合容量とが得
られる。本明細書に記載される実施形態を用いることにより、従来の置換ゲートフロー接
続スキームの場合と比較して、層間の抵抗界面の数をさらに低減することができる。さら
に、本明細書に記載される自己整合プロセスの実施形態により、製造歩留まりが向上する
。なぜならば、コンタクト間の不整合の可能性が低下し、また、本明細書に記載のプロセ
スを用いれば、従来の置換ゲートフロー接続スキーム並びに／又は選択的エッチング層及
びより制限的な整合規則を用いたプロセスフローと比較して、より簡単なプロセスフロー
が可能となるからである。
【００７０】
　図２～図２９について上述したプロセスの実施形態を用いて、例えば、図２に示すよう
な置換ゲートフローを用いた任意の半導体装置を形成することができる。例えば、上述し
た実施形態を用いて、マイクロプロセッサ、記憶装置（例えば、ＳＲＡＭ装置）、モバイ
ル技術装置又は（製造時において置換ゲートフローを用いる）他の任意の装置技術のため
に用いられる半導体装置を形成することができる。
【００７１】
　当業者は、本記載を考慮して、本発明の多様な態様のさらなる改変的な実施形態、及び
、代替的な実施形態を想起するであろう。よって、本記載は、ひとえに例示的なものとし
て解釈されるべきものであり、当業者に対して本発明の一般的な実行方法を教示する目的
のためのものである。本明細書に図示及び記載される本発明の形態は、現在において好適
な実施形態としてとられるべきものであることが理解される。当業者が本発明の本記載の
恩恵を読めば明らかとなるように、要素及び材料については、本明細書に例示および記載
したものとの代替が可能であり、部分およびプロセスの逆転が可能であり、本発明の特定
の特徴は独立的に用いることが可能である。本明細書中に記載の要素については、以下の
特許請求の範囲に記載されるような本発明の範囲の意図および範囲から逸脱すること無く
変更が可能である。
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